
２０１７年１１月２８日 ※事務室の方へ お手数ですが分会長へ渡してください

従組独自交渉妥結
ただし、賃金交渉は妥結に至らず

１１月２７日午前１１時１５分より第４回独自交渉が行われました。

・給料表の構造は今年度も従来通り

・Ｈ２０年の現給保障の今年度末の廃止は見送るがＨ３２年３月末までに

廃止する。具体の内容については来年度改めて協議

・使送業務の旅費は総合的に判断するよう校長会・事務長会で指導

・超過勤務手当と被服貸与について問題のある場合は総務課長が対応する

確定速報

職のあり方の方向性
子ども達が安心して学べる環境作り、信頼され

る学校づくりの重要な役割を担っていると認識。
民間委託については、他府県の状況を見ると突発
事案に迅速に対応できない等の課題があると考え
ている。

超過勤務手当

執行計画作成の際はヒアリング等を通して職員
の業務の実情把握を適切に行うよう、校長、事務
長に周知徹底を図る。

校務員室の適正配置に向けた研修の充実に
ついて

校務員室への適正配置をすすめるため、夏期研
修・実技研修の内容及び日程等をさらに工夫し、
実施する方向で努力。
校務員室の配置状況調査を来年度も行うことと
し、校務員室の適正配置をすすめる。

被服貸与について
管理職と担当職員が同じ認識のもとに適切な貸

与事務を行うよう、管理職に周知徹底していくと
ともに、改めて通知文書で徹底を図る。

寄宿舎を設置する学校の調理員の
労働環境改善

どのような対応ができるのかについて、関係課
及び学校と連携協力しながら、引き続き検討をす
すめる。

従組最終回答
１１月２０日の回答であった給与表の構造の維

持に加え、１１月２７日に独自部分の最終回答が
あり、被服貸与・超過勤務に対する前進的な回答
を受け執行部協議の結果、妥結に至りました。

１１月２８日午前２：４５より、第６回本体交

渉の最終回答がありました。

・公民較差を全員に反映せず

・地域手当の「行革」カット１．５％を継続

・現給保障Ｈ３２年３月末までに廃止

などの回答があり、妥結に至りませんでした。

※回答は一部です。詳しくは高教組速報をご覧ください。

本 体 交 渉


